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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「21世紀の都市空間の創造をテーマに、常に住空間の新しい可能性を追求します。」という企業理念の実現に向けて、「人に優しい、生活
に優しい、環境に優しい、未来に優しい」を基本コンセプトに、環境、エコに配慮した永住型のマンション等の提供により企業価値の向上を目指して
おり、そのためには当社の持続的な成長と、様々なステークホルダーとの適切な協働が不可欠であると認識しております。

また、コーポレート・ガバナンスを最も重要なシステムと認識しており、経営環境の変化に的確に対処して、公正で迅速な意思決定を行うことができ
るよう、効率的かつ健全な企業統治体制を整備し、活力ある経営の確保に努めてまいります。また、全てのステークホルダーに対し適時適切な情
報開示を行い、経営の透明性を高めることのできる有効的な組織体制の充実と継続的な改善強化に努めてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則の全てを実施しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

雅リアルエステート株式会社 350,000 35.00

平山恒産株式会社 344,000 34.40

平野　雅博 142,600 14.26

矢代　俊二 58,400 5.84

木村　司 35,900 3.59

米盛　公和 35,800 3.58

佐々木　裕一 11,000 1.10

小林　正義 10,000 1.00

日本グランデ従業員持株会 7,100 0.71

石井　雅之 3,600 0.36

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

雅リアルエステート株式会社は、代表取締役平野雅博の資産管理会社であり、平野雅博とその妻子が全株式を保有しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 札幌 アンビシャス

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満



直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

久内　幸二郎 他の会社の出身者

神戸　俊昭 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

久内　幸二郎 　 ―――

会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有
し、取締役会の機能強化に資することができる
ものと判断し、社外取締役に選任いたしまし
た。また、当社との取引関係その他特定の利
害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるお
それが無いと判断しております。

神戸　俊昭 ○ ―――

弁護士として豊富な経験と企業法務の高い見
識を有し、取締役会の機能強化に資することが
できるものと判断し、社外取締役に選任いたし
ました。また、当社との取引関係その他特定の
利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる
おそれが無いと判断しております。社外取締役
であることに加え、取引所が定める独立役員の
資格を充たしていることから独立役員に指定し
ております。



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

・監査役は、内部監査人と内部監査の実施の状況について定期的に情報交換を行い、必要に応じ監査に立ち会う等、課題及び改善事項について
情報も共有し、内部監査人との連携を図っております。

・監査役は、会計監査人から、年間監査計画や各四半期のレビュー結果の報告並びに期末の監査報告を受け、また監査の実施状況について意
見交換を行い、必要に応じて監査に立ち会う等、会計監査人との連携を図っております。

・監査役は、内部監査人及び会計監査人とそれぞれ独立性を保ちながら、必要な連携をとり、定期的に三様監査の協議を行い会計監査の有効
性、効率性を高めております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 4 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

0 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

宮前　匡雄 他の会社の出身者

立脇　謙一 他の会社の出身者

中井　千尋 他の会社の出身者 △

福島　章 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

宮前　匡雄 　 ―――

金融機関、証券取引所勤務の経歴を有してお
り、会社経営に関する豊富な経験と高い見識を
有しております。また、当社との取引関係その
他特定の利害関係はなく、一般株主と利益相
反が生じるおそれが無いと判断しております。



立脇　謙一 　 ―――

金融機関、証券会社勤務の経歴を有しており、
会社経営に関する豊富な経験と高い見識を有
しております。また、当社との取引関係その他
特定の利害関係はなく、一般株主と利益相反
が生じるおそれが無いと判断しております。

中井　千尋 　
交洋不動産株式会社顧問の職にあります
が、交洋不動産株式会社と当社との間に
取引関係はありません。

金融機関勤務及び会社役員の経歴から、会社
経営に関する豊富な経験と高い見識を有して
おります。また、当社との取引関係その他特定
の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じ
るおそれが無いと判断しております。

福島　章 　

札幌ガス株式会社顧問の職にあり、札幌
ガス株式会社と当社は直接的な取引関係
はありますが、一般消費者と同等の使用
料金契約であり、小額な取引であることか
ら、一般株主と利益相反が生じるおそれ
が無いと判断しております。

金融機関勤務の経歴から、会社経営に関する
豊富な経験と高い見識を有しております。ま
た、当社との取引関係その他特定の利害関係
はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが
無いと判断しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 1 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入

該当項目に関する補足説明

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、役員及び従業員へのインセンティブとしてストックオプション制度を
導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員

該当項目に関する補足説明

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的にストックオプション制度を導入しております。付与数については、業績へ
の貢献度や将来の期待を総合的に勘案した上で決定しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬額の総額が１億円以上の者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。取締役及び監査役の報酬等はそれぞれ総額にて開示
しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

各取締役の報酬等の額の決定につきましては、取締役会決議によって、代表取締役に一任することとしており、代表取締役は、担当職務、会社業
績、世間水準等を考慮して、株主総会で決定された報酬総額の限度内で報酬額等を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役へのサポートは管理部及び経営管理室が行っており、取締役会をはじめとする重要会議の資料の配布に当たっては十分に検討する
時間的余裕が確保できるように早期の配布に努めております。また、必要に応じて事前説明を行っております。これらにより、独立役員が期待され
る役割を果たすための環境は整備されていると考えております。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（取締役会）

当社の取締役会は取締役８名(うち社外取締役２名)で構成され、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機能を有して
おります。

取締役会は毎月１回の定時取締役会に加えて、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、法律で定められた事項、経営に
関する重要な事項及び事業計画等について適正な議論のもとに意思決定がなされ予算及び業務の進捗状況について適時に確認しております。
また、経営に関する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会に出席しております。

（監査役会）

監査役会は、監査役の独立性、監査の実効性を確保するため、常勤監査役２名、非常勤監査役２名の４名（４名とも社外監査役）で構成されてお
ります。監査役会は、法令、定款及び「監査役会規程」に従い、監査役間の意見交換を実施するほか、監査方針、年間監査計画等を決定しており
ます。

監査役４名は、取締役会に出席し、取締役の職務執行状況を十分に監視できる体制となっております。常勤監査役は、その他の社内の重要な会
議への出席のほか、日常的活動を含む取締役の職務執行の監査を行っております。監査役会は、毎月１回の定例監査役会に加え、必要に応じ
て臨時監査役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっている他、内部監査部門や会計監査人との情報交換等を行っております。

（内部監査）

当社は、内部監査の専任部署は設置しておりませんが、代表取締役から任命された内部監査人が内部監査を実施しており、現在は３名を配置し
ております。年間の内部監査計画書を策定し、当社の内部監査を行っており、その結果は代表取締役及び被監査部門に報告されるとともに、被監
査部門に対して改善指示を行い、改善状況を継続的に確認しております。また、適時監査役に報告されております。

（会計監査人）

当社は、太陽有限責任監査法人を会計監査人に選任して監査契約を締結しており、会計処理や決算内容について監査を受けております。

（責任限定契約の内容）

当社は、監査役が職務を執行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、当社と監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同
法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任額の限度額は、法令が規定する額として
おります。

（リスク管理委員会）

当社は、リスク管理を強化するため「リスク管理規程」を制定し、「リスク管理委員会」において、リスクの識別、分析評価及びその予防と対応策の
検討、トラブルに対する迅速な対応及び状況の把握、リスクの顕在化に対する再発防止策の検討等、適切なリスクマネジメントを行っております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社のコーポレート・ガバナンス体制は、事業内容と事業規模、及び経営の効率化等を勘案し、監査役会制度を採用し、独立役員としての要件を
充たしている社外取締役を２名、社外監査役を４名選任しております。現行の体制は、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性と、適正な
監督及び監視を可能とする経営体制が効果的に機能すると判断しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 決算業務の迅速化を図り、招集通知の早期発送に向けて努めてまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を避けた開催日となるよう留意いたしま
す。

電磁的方法による議決権の行使
現在のところ該当はございませんが、将来的にインターネットによる議決権行使の導入を
検討しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

現在のところ実施しておりませんが、今後検討すべき事項と考えております。

その他 当社ホームページに株主総会招集通知及び株主総会決議通知を掲載いたします。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表 当社ホームページに、ディスクロージャーポリシーを掲載する予定であります。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 上場後は、年度決算終了後の決算説明会を開催する予定であります。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

上場後は、年度決算終了後の決算説明会を開催する予定であります。 あり

IR資料のホームページ掲載
決算情報、適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、決算説明会資料
等の情報を当社ホームページのＩＲページに掲載いたします。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は「適時開示規程」において、法令遵守や適切な情報開示の尊重について規定してお
り、当社のステークホルダーの立場を尊重するための指針としております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001：2015」を取得しており、地球環
境に優しい企業という理念のもと、環境基本方針を定め環境への影響に配慮した事業活
動とマンション開発等を通じて、環境保全活動に努めております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社は、当社のステークホルダーに対して、適時適切に当社の企業情報を提供することが
重要であると認識しており、ホームページ及び適時開催予定の会社説明会等を通じて適
時・適切な情報提供を行っております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、2019年２月13日開催の取締役会にて、業務の適正を確保するための体制として「内部統制システ
ム構築の基本方針」を以下のとおり定め、現在その方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

１．取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a) 当社の取締役・使用人の法令・定款等の遵守を徹底するため、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス重視の経営体制の整備を行

う。

(b) 「コンプライアンス規程」で掲げる「行動規範」の遵守、及び定期的な社内教育等の実施により、コンプライアンス経営の徹底を図る。

(c) 当社の取締役及び使用人が、法令・定款等に違反する行為を発見した場合の通報体制として、「内部通報管理規程」に基づく報告体制を設け

る。

(d) 代表取締役直轄の内部監査人は、「内部監査規程」に基づき監査役と連携して当社各部署及び子会社の内部監査を行い、業務の適法性及び

妥当性等を監査する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(a) 当社の取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、保存及び管理す

る。

(b) 取締役及び監査役は、これらの文書等を閲覧できるものとする。

３．損失の危機の管理に関する規程その他の体制

(a) 当社は、当社の企業価値を維持・増大していくために、全ての事業活動を対象として様々なリスクの評価と管理を行う。そのために、「リスク管

理規程」を制定し、リスク管理委員会の統括により、当社における適切なリスクマネジメントを実施する。

(b) 緊急事態発生の際は、「リスク管理規程」及び「リスク管理マニュアル」に基づき、代表取締役を本部長とする緊急対策本部を設置し、社内外に

対する迅速かつ適切な情報伝達と社外の専門家と密に連携し、適切かつ迅速な緊急体制を整備し対処する。

(c) 内部監査人が行う、当社各部署及び子会社に対する内部監査により、法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危機のある業務執行行為

が発見された場合には、直ちに代表取締役、監査役及び被監査部門に報告するとともに、適切かつ迅速に対応策を講じる。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a) 取締役会は、経営戦略や経営計画に関する建設的な議論を通し、中期計画及び年度計画を策定し、各業務担当取締役はその目標達成のた

めに各部門の具体的目標及び予算を策定する。また、取締役会は、経営計画が当初計画どおりに進捗しているか月次・四半期毎・年次の業績管
理を行う。

(b) 取締役会で決議すべき事項及び報告すべき事項は「取締役会規程」に定め、効率的な運営を図る。

(c) 日常の職務執行については、「稟議規程」、「業務分掌規程」等の社内規則に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備により、効率的に職

務の執行が行われる体制とする。

５．当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(a) 当社及びその子会社から成る当社グループは、相互に協力し企業集団としての総合的な事業の発展と繁栄を目指し、グループをあげてコンプ

ライアンス経営の実践、及び業務の適正の確保に努める。

(b) 「関係会社管理規程」により、子会社の重要事項は当社と子会社の間で事前に協議を行い、その結果を取締役会に報告する。また、当社グ

ループ全体に影響を及ぼす重要事項は、当社の取締役会において協議のうえ決議する。子会社に関する業務は、管理部担当役員が統括・管理
する。

(c) 当社グループ間の情報の共有・協働・相互牽制・リスク管理などが効率的かつ適正に行われるよう、当社グループの部長会を原則毎週開催す

る。

(d) 当社グループの子会社は、当社の取締役が子会社の取締役を兼任し、事業内容や事業規模などに応じた体制を整備する。当社の常勤監査

役は子会社の監査役を兼務する。常勤監査役は当社グループの連結経営に対応したグループ全体の監査を適切に行えるよう、会計監査人及び
管理部担当役員との緊密な連携体制を構築する。

(e) 当社の内部監査人は、当社と当社の子会社の内部監査を実施し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保す

る。監査業務の年次計画、実施状況は取締役会等の所定の機関に報告する。

(f) 当社グループにおける財務報告の信頼性を確保するため、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推

進するとともに、財務報告に係る社内規程等の適切な整備及び運用を行う。また、財務報告に係る関係法令との適合性を確保する。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に
関する事項

(a) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、当該使用人を配置することができるものとし、監査役より監査業務に必

要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

(b) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、監査役の指揮命令下で職務を遂行し、その評価については監査役の意見を聴取するも

のとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

(a) 代表取締役及び取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況などの報告を行う。

(b) 取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。必要な報告及び情報提供とは、次のとおりとする。また、法令

違反等の重要な事実を発見又は経営等に著しい影響を及ぼす可能性がある事実を発見した時は、直接又は内部通報制度を利用して監査役に報
告及び情報提供を行う。

・内部監査人が実施した内部監査の結果

・リスク管理の状況

・コンプライアンスの状況(事故・不正・苦情・トラブル)等

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

・取締役の職務執行に関して不正行為、法令、定款に違反する重大な事実

・その他上記に準ずる事項



８．監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a) 監査役への報告を行った者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(b) 監査役への報告を行った者の公益通報者保護については、「内部通報管理規程」に基づき厳重に管理する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a) 監査役は、代表取締役、内部監査人、会計監査人と定期的及び随時に意見交換を行う。

(b) 監査役は、監査役会が定める監査基準により、監査役の職務の執行上必要と認める費用について、予め会社に請求することができ、また、緊

急又は臨時に支出した費用については、事後で会社に償還を請求することができる。当社は、監査役の請求に基づき、監査役の職務の執行に必
要な費用を支払う。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１．当社は、「暴力団排除宣言」を掲げ「反社会的勢力対策規程」に基づき、当社の役員及び従業員に周知徹底し、反社会的勢力との関係を一切
遮断する。

２．反社会的勢力排除のため、新たな取引先については取引開始時に都度、継続取引先については年１回定期的に調査を行い、反社会的勢力と
の関係が判明した場合には取引をしないこととしております。また関係行政機関、弁護士等の外部専門機関との連携を図り情報収集に努めており
ます。また、事案の発生時は、関係行政機関や弁護士等の外部専門機関と緊密に連携を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備し
ております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

該当事項はございません。



 

【模式図(参考資料)】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

<決定事実情報・決算情報> 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各部署 

子会社 

経営管理室 

（室長） 

各種情報の収集・資料作成・法務チェック・ＩＲ 

情報取扱責任者 

（常務取締役） 

代表取締役 

取締役会の承認 

開示・指示 

TDnet に 

開示

監査役 

開示有無に係る 

意見陳述 

管理部 



 

<発生事実情報> 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

以上 

 

各部署 

子会社 

緊急事態等の発生 

経営管理室 

（室長） 

各種情報の収集・資料作成・法務チェック・ＩＲ 

情報取扱責任者 

（常務取締役） 

代表取締役 

監査役 

開示有無に係る 

意見陳述 

 

開示・指示 

TDnet に 

開示 


